
学校事務の生産性向上と業務改善

<<<<<<<< プロサーブは学校の《人事労務》リーディングカンパニーです >>>>>>

育児・介護休業法改正 その後の対応 Ｑ＆Ａセミナー

大 学《人事・労務》 課題解決セミナー
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【個人情報の取扱について】
個人情報は、お申込みいただきました件のご
連絡及び最新情報・サービス情報提供に限定
して利用します。
なお個人情報は(株)プロサーブ 個人情報保
護方針に則り厳重に管理し、第三者への提供
はいたしません。

PDF送付 → seminar@pro-sv.jp

【参加費お振込先】 三菱ＵＦＪ銀行 横浜支店 普通４６６６３０６

口座名義 （株）プロサーブ
１月25日(水)までにお振込みください。キャンセルは開催２日前まで全額返金と
なります。

2022年4月より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されています。育児・介護休業法は改正の都度、制度が複雑になっ
ています。この半年の運用の中で 、様々なケースがあり、多くの大学からあらゆるご質問をいただきました。そこで、起こりがち
な実務上の留意点について、学校事例のQ&A形式で開催いたします。事前のご質問も受け付けます。

特に、学校では多く見られる「法定を上回る育児休業制度」を設けている場合、従来の制度を下回ることなく、今回の改正内容
に対応する必要があります。育児休業制度や給付金、社会保険料免除の観点からも、わかりやすく解説していきます。

【Q&A例】

① 有期雇用者（非常勤教職員等）の育児休業取得

② 育児休業中の就労と給付金 「出生時育児休業（産後パパ育休）と部分就労」、「育児休業と就労」

③ 体制整備と運用のチェック（個別周知、意向確認、不利益取り扱い、相談窓口、研修 等）

④ 法を上回る育児休業規程と社会保険料免除

皆様のご参加をお待ちしています。

（株）プロサーブ セミナー事務局
東京都中央区銀座６-６-１ 銀座風月堂ビル５F

TEL ５５３７-６７８０ http://www.pro-sv.jp

JR「お茶の水」聖橋口５分
東京メトロ・都営地下鉄 B3 0分
「淡路町」「小川町」「新御茶ノ水」

簡単申込は

こちらから！

大学人事労務 ご担当者様

㈱プロサーブは成長と躍進を続ける企業と学校を、人事・労務の両面

から強力にサポートいたします。人事制度・賃金制度の構築、評価制

度導入まで、高品質なサービスの提供をお約束いたします。

特定社会保険労務士

福田謙一

※ ご相談
16:00
16:30 コンサルタント４名

TEL（当日のみ）

03-3253-1771

育児･介護休業法改正
～ その後の運用と事例解説 ～

2023年1月27日(金)
 13:30 開場
 14:00 開会
 16:00 閉会

質疑 ＆ 個別相談

会　場 連合会館
千代田区神田駿河台3-2-11

※労務顧問等のご契約校は3名様まで無料です。

参加費 8,640円 ※この申込書を当日お持ちください。
 お名刺2枚ご用意ください。
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